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専門的入院治療について  第3 現行の診療報酬上の評価  

1 アルコール依存症等の専門的な治療について、入院及び集団精神   

療法において評価している。  第1専門的な入院治療について   

アルコール依存症や摂食障害等の専門的な医師やスタッフ等による  

治療が必要な疾患の入院治療については、その疾患の特性から専門の  

病棟における治療が必要である。   

第2 現状と課題  

1 アルコール依存症は本人の嗜好の問題ではなく、精神分野の疾患   

であり、近年自殺との関連も明らかとなっていることから、平成20   

年10月に決定された自殺対策加速化プランにおいて調査研究の推進   

及び継続的に治療・援助を行うための体制の整備等の施策を行うこ   

ととされている。また、専門施設に入院するアルコール依存症患者   

は増加している（参考資料P3～8）。   

2 摂食障害の患者は近年増加しており、若年の患者が多いにも関わ   

らず、栄養障害や自殺等による死亡率が高い難治性の疾患である。   

摂食障害の治療については、医師の負担が大きいことや、不採算等   

の理由により専門的治療施設は減少傾向にある（参考資料PlO～12）。   

3 強度高度障害を伴う知的障害・発達障害児（者）は、自傷行動や   

異食等の極めて高度な行動障害を有する患者であり、自身の生命や   

健康状態に悪影響を及ぼすような行動を取る場合があることから、   

医療者による臨床的観察を常に要するとともに、検査や治療を行う   

にあたっても、意思の疎通が困難であることや、こだわりが強い等   

の理由から、その実施には困難が伴う（参考資料P14～20）。  

1005 入院集団精神療法（1日につき） 100点  

IOO6通院集団精神療法（1日につき）  270点  

【算定件数】各年6月審査分  

平成19年  平成20年  

実施件数  算定回数  実施件数  算定回数   

入院集団精神療法   1，781   6，350  2，722  8，526   

通院集団精神療法   565   596   365   425   

2 摂食障害等の治療については、心身医学療法において評価を行っ   
ている。  

1004 心身医学療法（1回につき）  

1入院中の患者  70点   

2 入院中の患者以外  

イ 初診時 110点  

口 再診時  80点  

【算定件数】各年6月審査分  

平成19年  平成20年  

実施件数  算定回数  実施件数  算定回数   

心身医学療法 入院   238   499  1，190   

心身医学療法入院外（初診時）   7，659  7，659  9，927  9，927   

心身医学療法入院外（再診時）  37，032  57，017  26，254  32，577   

心身医学療法20歳未満 加算  3，095，  4，187   1，787  2，001  



3 強度行動障害を伴う知的障害・発達障害児（者）については、障   

害者施設等入院基本料等において評価している。  

AlO6 障害者施奴等入院基本料   

1 7対1入院基本料 1，555点  

210対1入院基本料 1，300点  

313対1入院基本料 1．092点  

415対1入院基本料  954点  

【算定件数】各年6月審査分  

平成19年  平成20年  

実施件数  算定回数  実施件数  算定回数   

障害者施設等7対1入院基本料   平成20年新設  328  8，681   

障害者施設等10対1入院基本料  36．336  767，984  35，020  876，974   

障害者施設等13対1入院基本料   10，470  279，739  13，494  293，412   

障害者施設等15対1入院基本料   15，442  360，497  12，83g  312，907   

筆4 論阜  
1有効性が明らかとなっている、アルコール依存症の専門的な入院   

治療について、診療報酬上の評価についてどう考えるか（参考資料   

P3－8）。   

2 専門的な入院治療を提供する医療機関における、摂食障害に係る   
診療報酬上の評価についてどう考えるか（参考資料PlO－12）。   

3 重度の行動障害により、看護必要度が高く、合併症の早期発見・   

治療が必要な患者について、診療報酬上の評価をどう考えるか（参   

考資料P14′－20）。  

（⊃   



参考資料  
Ⅰアルコール依存症  

専門的入院治療について  

アルコール依存症患者数と専門病床数の状況  専門的入院治療について  

年間新規受診患者数の推移（平成19年度厚生労働科卓研究）  
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○ アルコール依存症治療に係る診療報酬上の評価について  
■女性患者数  

t男性患者数  

平成9年  平成14年  平成19年  

アルコール専門病床数の推移（精神・障害保健課調べ）  

○ 摂食障害治療等に対する診療報酬上の評価について  
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■アルコール・薬物混合  
■アルコール  

平成12年 平成13年 平成14年 平成15年 平成16年 平成17年 平成18年   

※ 専門医療機関への受診患者は増えているが、専門病床数は減少傾向   

1  

1  

‡○ 強度行動障害をともなう知的障害・発達障害医療に対する診療報酬上の  
評価について  



アルコール依存症の専門的治療の実施体制  アルコールの使用と自殺との関連  

◆アルコール依存症は、うつ病や統合失調症とは異なる難治性疾患。  

◆アルコール依存症の治療は、薬物療法と個人精神療法が主体のうつ病や統合失調症な   
どとは異なり、精神科だけでなく、内科診療が必要n   

また、薬物療法、個人精神療法に加えて、様々な集団精神療法、認知行動療法、酒害   
教育、作業療法、家族への教育など専門知識を持った専門家が多数係わる治療が必   

要。  

◆このため、毎日の治療プログラムの実施には、次の専門の体制を整え実施。  

○専門病棟の確保  

○専従の精神科医1名に加え、内科医1名が常駐（日勤帯）   

○専門的な知持と技術を有する作業療法士、臨床心理技術者、精神保健福祉士のう  
ち、2名以上が常駐（日勤帯）   

○病棟看護師も、専門的な知鞍と技術を有する職員であることが必要。  

◆アルコールの使用は、自殺関連行動の危険性を高めることが指摘されている。  

◆世界保健機構（WHO）により、アルコール依存症、うつ病、統合失調症には有劉な準療  

方法があり、この3種の精神疾患の早期発見、早期治療に取り組むことにより自殺死亡  
率を引き下げることができるとされている。  

＜書門的な知識と技術を有する職長＞   
アルコール医療に関する診断基層、治療・看護方法、関連間規く社会的問題や家族教層）な凸こついて適切な研修  
（＊）を修了した医師、有様職員、作業療法士など  

＊「アルコール依存症串床医等研修」厚生労働省社会・援譲局障享保健福祉部精神・障害保健課主催  自死遺族からの聞き取り調査によると自殺既遂者の23％に、死亡1年前にアル  
コールのために仕事に支障が出たり、家族を心配させたり、内科疾患を呈すると  
いった現象が認められました。  

伯殺予防総合対策センター1  
こられの取組により、退院1年後、約50％の患者が断酒に成功  

【久里浜アルコール症センター調査】  

アルコール依存症の診断  アルコール依存症の専門的治療  

◆アルコール  

◆そのため、次の治療の実施が必要   

①離脱症状及び精神・身体合併症の治療を行う「解毒治療」（入院後約1月間）   

②断酒継続及び社会復帰に向けての治療を行う「リハビリ治療」（煉幸治舶約2月間）  

◆退院後も「断酒」を継続していくため、「リハビリ治療」が特に重要。  

≪リハビリ治療の具体的内容≫  
※）平成20年よから、法務省矯正局において、飲酒運転事犯受刑者に対する治療として採用されている。  

アルコール依存症の診断（ICD－10）  

【下記の6項目中3個以上あてはまると診断】  

①飲酒への強い欲望又は強迫感   

②．飲酒開始、飲酒終了、飲酒量のどれかのコントロール障害   
③アルコールを中止または減量した時の離脱症状   

④耐性の証拠  
・⑤飲酒のために他の楽しみや趣味を次第に無視するようにな  

り、飲んでいる時間が多くなったり、酔いが醒めるのに時間を   
要するようになる。   

⑥ 明らかに有害な結果が起きているのに、アルコールを飲む。  

○リハビリ治療は、断酒の継続と規則正しい日♯生活を取り戻すための寺門の治療プログラムを用いて実施。   

○ 当♯治療プログラムは、解キ治凛磯劇2月間をかけ、1週間毒に次の目的を達成することが必要。   

1過日：治療プログラムを理解し、病棟生活に慣れる。級知行勤療法を理解する。  

2週日：自分の飲酒問題を確認し、義理する。  
3週目：飲酒問橿があったにもかかわらず、なぜ飲酒を続けたのかを理解する。  
4週目：お酒に対する考え方が適切かどうかを理解する．  

5週目：断酒のための心構えをつくる。  
6週目：様々な場面での再飲酒を防ぐ方法を考える。  

7週目：断酒のための具体的な方法を考える。  

8週目：これまでの振り返りを行い、今後の方向性を決定。   

○目的を達成するための治療方法は、次のものを組み合わせて毎日（午前，午後）実施．  
・依存麿の原臥症状、治療方法、回復方法などに間する致青を行う。  
・断酒の必要性について勤機付けを行う．  
・患者が規則正しい日♯生活を送ることが出来るように1日のプログラム（ミーティング、勉強会、運勤療法、生活・作集療法、  

レクレーション療法など）をたて生活訓練を行う。  

・断酒を目的とした認知行動療法などを行う。   
・家族や職場間係者等への治療的アプローチと環境調整を行う。  
・外泊など社会復帰のための訓練を行う。  
・治療内容の評価を多職種で行い、診療軌こ治療の内容と評価結果を記載する。   



アルコール1衣存圧の専門的潜環の必真性  
摂食障害の推定患者数  

精神保険医療福祉の更なる改革に向けて  

今後の精神保険医療福祉のあり方1引こ関する検討会報告書（平成21年9月24日）  摂食障害の患者は、年間約2万3千人と推定され、その  
中でも神経性食欲不振症（いわゆる拒食症）が半数以  

上を占める。  
依存症患者の回復に向けた支援について、以  

下のような観点を踏まえた総合的な取組を強化  

すべきである。  

依存症が療病であるという視点を持って、依存  
症知識の普及・啓発や、患者の治療・支援に当  

たるべきである∩  

・依存症患者の回復のための支援について、医  

療、リハビリ施設、自助グループ等の取組を踏ま  

え、効果を検証しつつ、役割を明確化して普及  

を図るペきである。  

依存症に対する医療の機能強化を図るととも  

に依存症のリハビ」施設や自助グループがより効  

果的に活動できるよう、その支援のあり方につい  

て検討すべきである。  

●これまでのアルコール対策は、依存  

症に対する治療的な視点が乏し〈、対  

策が十分に行われず、依存症の患者  
が治療・支援を受けにくい状況が生み  

出されていると指摘されている。   

●依存症治療においては、医療、リハビ  

リ施設、自助グループ等の様々な試み  

が行われているが、それらの役割等が  

不明確であるという指摘がある。  

■神経性食欲不振症  

■神経性過食症  

暮非定型摂食障害  

平成10年厚生省特定疾患中枢性摂食異常症調査研究班調査より10  

摂食偉害の転帰  

治療開始後4年以上経過した患者の追跡調査では、  

半数以上が「全快」又は「部分回復」したが、一方で、  
7％で「死亡」していた。  

治療開始後4年以上の患者の転帰  
∩＝504  

Ⅱ 摂食障害  
■全快   

■部分回復   

■摂食障害   

■死亡  

平成13年度厚労省精神・神経疾患研究委託  
摂食障害の治療状況・予後等に関する調査研究報告書より11   



」    墜準堅空軍軍準準！1？軍空軍軍   専門医療機関での年間診療患者数  

知的障害・発達障害児（者）の中でも、  
摂食障害の患者を受け入れる専門医療機関が減少している。  

特に行動障害が激しい『強度行動障害基 準（＊）』を満たす者は、  

○ 頭部が変形に至るまで自分を叩く。   
0 自分で爪をはがす。  
○ 食事の詰め込み、破衣・脱衣により窒息死する。  
○ 糞食やトイレの水を飲む。  
○ 入浴時の多動による転倒・外傷・潮水   

などの行動障害が突発的に発生する  

平成11年度  平成19年度  
3％  n＝160  n＝255  

（り F強度行動陣書基準』とは。  

知的陣書児施設で行動障害が強いケースヘの対応を補完するために創設された、「強度行動陣嘗特別処遇  
加算兼」が給付される児の基準  

年間患者数  年間患者数  

■1t）－29人■ ■なし  ■10人未満  ■10－29人  

■30・一49人  ■50人以上  

平成ZO年厚労省精神・神経疾患研究委託摂食庫書の疫学、病態と診断、治療法、転帰に関する総合的研究班報告書より 12  

強度行動障害児（者）  

煎称譜難連症心身障害児施設誕生  

身体的精神的障害が重複し、かつ、重症である児童  

○重症心身謄写児施設の入所対象者   
①高度の身体辞書があってリハビリテーションが著しく困難であり、精神＃弱を伴うもの。ただし、青またはろうあ  
と杵神薄弱が合併したものを除く。  

②重度の柵神薄弱があって、家庭内療育はもとより重度の精神薄弱児を収容する精神薄弱児施謝こおいて集巨  

Ⅲ 強度行動障害をともなう   

知的障音・発達障害  

生活指導が不可能と考えられるもの  
⑳」ハビリテーションが困難な身体障害があり、家庭内療育はもとより、肢体不自由児施軌こおいて療育するこ  
不適当と考えられるもの  

‡昭知如年産甥童福祉法改正  

○強度行動障害児（者†   

①精神薄弱であって著しい行動異常を有するもの   
②精神薄弱以外の精神障害であって著以、行動異常を有  

するものとし、棟神薄弱施設重度棟及び重症児施設にお  
いてもその保護指導がきわめて困難であるもの  

【昭和45年12月 中央児童福祉審議会答申】  

○重症児の定義  

重度の精神薄弱及び重度の  

肢体不自由が重複している  

児童  

15   



15東庄一丁翠川寧育児し有バ丙株」の愚有催しZJ  l強度行動停育児（看）」を受け入れる病棟の役割  ＿▼＿＿＿●＿＿．＿．＿＿．－；   

◇「強度行動障害基準」を満たす児（者）のうちでも、「知的障害児  
であり、   施設」では対応困難な、  

・継続的・重点的な精神治療・薬物治療の必要な患者   

・常時継続して医療が必要な身体合併症を有する患者   

などを受け入れ  

◇ 嘲では実施できない、   

・発達レベルに応じた療育  

◇「強度行動障害」への包括的医療を実施  

t 身体合併症リスクの管理  

入院患者の経路  

生命リスクの管理  

精神科的専門治療・看護  

～※）実際には、「強度行動障害  
児病棟」が満床であるため、一  
般精神病棟の保護室や閉鎖  
病棟にいる患者も存在  

原因診断の発生時期と原因疾患（平成15年、8病院581名）   

「強度行動障育児病棟」の患者に対する医療提供の困難性  

寝たきり重症児施設より   
知的障害児施設よリ  

r強度行動陣青児（者）病棟」の患者像（1）  

患者からの自覚症状の訴えがほぼ無い状況  

その中で、  

「身体合併症の早期．発見」、「身体合併症重症化予防」のため、各職種が連携  
して、常に、臨床症状・日常との些細な状態変化の観察が必要  

8病院581名  
年齢分布  男女比  

■男性■女性   
り場末満   

110歳代   

l祁歳代   

l鵬代   

l鵬代   

150歳以上  

→更にここんな困難性が。  

惰  王路  峨  肌  郡 1肌  

（富田千重、平野誠瑠立病院機構8施設の動く重症児（者）病棟入院患者の状態像と合併症  
；日本重症心身障害学会言患2006）  
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「強度行動障害児病棟」の患者に対する治療  

十‡看護師等による常態的な臨床観察   

2日」に加え、患者特性に応じた個別的治療   

○チームとして統一性と一文性のある計画的な診療を行うため、次を実施しつつ、   

「行動障害に対する専門医療」及び「合併症に対する治療」の実施が必要  

○ 多くの医療従事者が必要  

多面的な治療を計画的に提供するため、精神科医師、看護師、児童指導員  
保育士、臨床心理士、作業療法士等から構成されるチームにより、カンファレン  

スを実施し、患者の治療・観察必要性の評価、治療目標の共有化を図り、各職  

種の専門性を生かした診療計画を立案  

当該診療計画の実施について、当該チームによる定期的なカンファレンスを実  
施し、評価を行い、診療録に記載  

患者の状態に応じ、当該診療計画に見直しも行いつつ、評価、計画、実施、再  

評価のサイクルを重ねる。   


